
令和３年度「国の教育ローン」の取り扱い内容の変更のお知らせ

【内容】

【ご利用の条件】

【お取り扱い開始日】

令和3年11月１日 (月)

合格前にご利用いただく場合は、次の①及び②の両方に該当することが条件となります。

① 今回のお申込みにかかるお子さまが「国の教育ローン」の融資対象となる学校（注）に

在籍していること。

②「国の教育ローン」の融資対象となる学校（注）で受けた教育の学習の成果を試すため

の受験（高校生が大学や専門学校などを受験する場合など）であること。

「受験費用（大学などの受験料、受験のための交通費・宿泊費）」は、これまで大学な

どの「合格後」にご融資しておりましたが、「合格前」でもご利用いただけるようになり

ました。なお、入学する学校の入学金や授業料は、変更前と同様に「合格後」のご融資と

なります。

受験費用のお借入れ時期 変更後 変更前

合格前 (注1) 〇 ×

合格後 (注2) 〇 〇

「受験費用 」が
合格前でもご利用いただける
ようになりました。

大学などの受験料、受験のための
交通費・宿泊費

（注１）在学中の学校の「学生証（写）」などのご提出が必要となります。
（注２）入学する学校の「合格通知書（写）」などのご提出が必要となります。

（注）「国の教育ローン」の融資対象となる学校は高校、高専、短大、大学等です。
詳しくはお近くの公庫窓口にお問い合わせください。

QRコードから教育ローン
にかかる案内動画もご覧
いただけます。

＜お問い合わせ先＞
融資第二部 教育恩給担当室 ℡098-941-1798
ご相談やお申込みは、本店・支店窓口や郵送でもお受けしております。

受験費用の出費をサポートします！


